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お客様各位  
  

『要件事実論への道』の内容誤りのお詫びと訂正 
  
　『要件事実論への道』において、記載事項に誤りがございました。   
　お客様には、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。謹んでお詫び申し上げますと

ともに、次のとおり訂正いたします。  
 

訂正箇所 訂正前 訂正後 

書籍
頁数 

該当箇所 

65頁 対比表 
裁判規範説 
上から1行目 

民法の債各論に 民法の債権各論に 

67頁 下から9行目 かなりの軽重が問われる かなえの軽重が問われる 
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